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はじめに

　近年、ドイツでは、「形式主義的行政手続の撤
廃（Bürokratieabbau）」を合言葉に、行政改
革が進められてきた。「形式主義的行政手続
（Bürokratie＝burocracy）」とは、それだけで、
形式的で煩瑣な「お役所仕事」を連想させるマ
イナス・イメージの言葉である。これを「撤廃」
するという政治的主張は、誰も反対しようがな
いものであるが、その内容は抽象的で曖昧であ
るともいえる。
　2003年 2 月26日に閣議決定された「形式主義
的行政手続の撤廃イニシアティブ」の骨子

（注1）

は、
連邦法の整理再編をこのような行政改革の一つ
の柱として位置づけ、連邦各省はそれぞれの管
轄範囲にある法規の整理（不要となった規定の
廃止など）を義務付けられた。その結果、第16
議会期（2005年～）に入ってから、複数の省の
管轄連邦法整理法が制定されている

（注2）

が、その成
果は直ぐに目に見えるものではない。
　このたびドイツ政府が取組みを開始した改革
は、この言葉を相変わらずスローガンとしなが
らも、撤廃の対象とする行政手続を、法規によっ
て課せられる情報提供義務に限定し、客観的基

準に従ってこれに要する費用を算定し、削減目
標を立てるというきわめて実践的な手法を採用
している点を特徴とする。
　この手法は、オランダで開発され大きな成果
を上げており、イギリス、デンマーク、チェコ、
スウェーデンを始めとするヨーロッパ各国でも
相次いで導入されている

（注3）

。まず、オランダの取
組みについて簡単に見ておくこととする。

Ⅰ 　オランダにおける行政手続費用削減の取組
み

1　取組みの歴史

　オランダにおける行政手続費用削減の取組み
には長い歴史がある

（注4）

。企業に課せられる行政手
続負担の問題は、早くも1975年に注目を集め、
それ以降、この問題を検討する委員会が何度も
設置され改革のための提言が行われたが、めぼ
しい成果を上げることはできなかった。
　その後、1993年に経済省が、研究機関 EIM（オ
ランダ中小企業・経済研究所）に委託を行った
ときに初めて、行政手続費用の算定手法の開発
というアイディアが生まれた。行政手続費用の
大まかな見積もりが行われ、年間総額60億ユー
ロに達することが明らかにされた。この数値に
基づき、オランダ政府は、以後 4 年間に10％を
削減するという目標を設定した。しかし、1994
年から2002年までの 8 年間の費用の削減は6.5%
にとどまった。

2 　現在の枠組み

⑴　Actal の設置

　画期的なものとなったのが、1998年に設置さ
れたスレッヒトゥ委員会（委員長：ヤン・スレッ
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ヒトゥ Jan Slechte 前シェル・オランダ社長）
の提言である。同委員会は、手続は厳格に「非
政治化すること」、すなわち、法規の内容や政治
的目的は評価の対象とせず、その法規制のあり
方の効率性のみを評価すべきであると提言し
た。このコンセプトが、改革の成功の鍵となっ
たのである。同委員会は、同時に、行政官庁を
監督し建設的な批判を行う独立の外部機関の設
置を提言した。
　この提案に基づき、2000年 5 月に監視機関と
して「行政負担諮問会議（Adviescollege toesting 
administratieve lasten、以下 Actal とする。）

（注5）

」
が設置された。同会議は、 3 人の有識者（政界、
学界、経済界の出身者）によって構成され、こ
れを補佐する12名から成る事務局が設けられ
た。Actal は毎週 1回会議を行い、年次報告を公
表することとされた。
　Actal は、すべての法案及び規則案を行政負担
の観点からチェックしなければならない。Actal
は、各省大臣に対し新しい法規の制定に際して
は、それに伴う行政負担の見積もりを求め、よ
り負担の軽い代替案の提出を求める。Actal は、
法規案について修正、場合によっては撤回を求
めることができる。ただし、その意見は政府を
拘束しない。
　また、現行法規についても、間接的には各省
の行政負担縮減のための行動計画を評価するこ
とによって、また、直接的には独自の調査を実
施することによって、政府に対し自らの意見を
表明することができる。

⑵　削減目標の設定と削減の実施

　オランダ政府は、2003年に、経済界及び市民
の行政手続費用（2002年末現在で総額164億ユー
ロ。国内総生産の3.6％に相当。）の負担を、2007
年までの 4 年間に25％（約41億ユーロ）削減す
ることを目標として決定した。また、各省の連
絡機関として IPAL（省庁間行政負担プロジェ

クト管理会議）が設置された。IPALは、各省と
の間で、削減についての具体的な目標について
合意することとなっている。
　IPALは、2003年12月に行政手続費用の算定方
法として、EIM によって開発され、部分的に
適用されてきた算定法 M

（注6）

istral を基礎とする標
準費用モデルの手引書『算定することは知るこ
と（METEN IS WETEN）

（注7）

』を発表した。各省
が行政手続費用を算定する際には、このモデル
の使用が義務づけられている。この算定法の適
用により、各省ごとに、その管轄範囲にある法
規の数、そこに定められている情報提供義務の
数、そのための企業の年間費用総額、特に多大
な費用を要する特定の情報提供義務の数などが
把握可能となる

（注8）

。
　算定の進め方は、次のとおりである

（注9）

。
① 各省ごとに情報提供義務を定めている法規

のデータベース（リスト）の作成
② データベース中の法規に基づく情報提供義

務とそのために必要となる事務作業の確認
③ 関係者及び外部専門家による確認結果の

チェック
④ 企業における手続事務費用（所要時間、従

事する者の賃金単価）の実地調査（ 3 社以
上を訪問）

⑤ 関係者及び外部専門家による調査結果の分
析と報告

　こうして、すべての基礎となる現行法規によ
る行政手続費用負担が明らかになる。なお、オ
ランダでは、②から⑤までの算定手続は、外部
コンサルタントに委託して行われた。
　総費用の算定式は、次のとおりである。
＊総費用＝（義務を課せられる企業の数）

×（作業に従事する従業員の賃金単価）
×（作業に必要となる年間の時間数）

Ⅱ　ドイツにおけるオランダ・モデルの採用 
　ドイツの大連立政権を構成する与党 3 党は、
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2005年11月の連立協定において、特にオランダ
をモデルとして挙げ、企業の行政手続費用負担
を客観的に算定するための標準費用モデルを導
入することや、改革のプロセスを監視する機関
として専門家で構成される独立委員会（法規監
理委員会）を設置すること等を公約した

（注10）

。
　2006年 4 月25日には、「形式主義的行政手続
の縮減と法規制改革」プログラムが閣議決定さ
れた
（注11）

。このプログラムは、行政手続事務負担を
軽減するには個々の法規を整理するだけでは不
十分であるとの認識から、法規によって課せら
れる行政手続費用を統一的な方法論によって算
定し、こうして得られた客観的データに基づい
て負担軽減の観点から包括的に法規の見直しを
行おうとするものである。また、それに加えて、
新規の立法による行政手続の増大をなるべく早
い段階で防止することも目指している。
　ちなみに、2006年11月、連邦政府が政権発足
1 年後の成果をまとめた報告書

（注12）

によれば、ドイ
ツにはおよそ1,850の連邦法律と2,950の法規命令
があり、第15議会期（2002年～2005年）だけで
460以上の法律、1,300以上の法規命令が制定さ
れたという。
　この改革によって、産業界、特に、相対的に
重いと言われる中小企業の行政手続費用の負担
を減少させ、ひいては経済成長と雇用拡大をも
たらすことが期待されている。金のかからない
経済振興策ともいえよう。

　このプログラムの主な内容は、次のとおりで
ある。

●独立の監督・諮問機関として「国家法規監
理委員会（Nationaler Normenkontrollrat）」
（以下「委員会」とする。）を新設する。
●方法論として「標準費用モデル（Standard-
kosten-Modell、以下 SKM とする。）」に基づ
く、形式主義的行政手続費用の算定法を導入
する。

●各省で行われる行政手続費用の算定作業を
指導し調整する機関として「形式主義的行政
手続の撤廃と法規制改革のための連邦政府調
整官（Koordinator der Bunderegierung für 
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung）」
を任命する。
　調整官には、首相府付きのヒルデガルト・
ミュラー国務大臣が任命された。また、各省
との連絡調整機関として、調整官を座長とす
る「形式主義的行政手続の撤廃」各省事務次
官会議を設置することが決定された。
●具体的な改革の第 1 弾として「中小企業負
担軽減法」を成立させる。（法案は連邦経済
省が閣議に提出する。）
　これは、データ保護担当者の設置義務を課
する事業所の範囲の縮小、税法上の帳簿記帳
義務を課する事業所の範囲の縮小など、16項
目（13の法律と 2 つの命令を改正）にわたり
中小企業の義務を免除し又は負担を軽減する
法律

（注13）

である。

Ⅲ　国家法規監理委員会法の制定
　2006年 6 月 1 日、連立与党のキリスト教民主
同盟・社会同盟及び社会民主党から提出された
「国家法規監理委員会を設置するための法律」
案

（注14）

が、連邦議会で原案どおり可決された。 8 月
14日、「国家法規監理委員会を設置するための
法律」

（注15）

（以下「設置法」という。）が制定され、
8 月18日に施行された。参考として、本稿の末
尾に設置法の全訳を掲載したので、参照された
い。
　この委員会は、ドイツの立法過程においては
全く新しい存在である。当初、メルケル首相（キ
リスト教民主同盟党首）は、この委員会を組織
令（Organisationserlass）によって設置する考
えであったが、特に与党キリスト教民主同盟・
社会同盟がこれに反対し、議会の関与を強く求
めたという

（注16）

。この点について、法案の提案理由
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書は、法律の質の向上は立法者の重大な関心事
であることを明らかにするため、また重要なプ
ロ グ ラ ム に お け る「 脱 議 会 政 治 化
（Entparlamentarisierung）」の印象を避ける
ためにも、議会の立法によって設置を決定する
ことにしたと説明している

（注17）

。
　重要なことは、委員会は、政治的決定や政策
そのものの是非の判断には関与しないことであ
る。委員会の役割は、所与の政治目標をいかに
少ない負担で達成するか、という観点から専門
家として法規を監視することにある。
　なお、設置法により委員会の監視対象とされ
る「形式主義的行政手続費用」は、法律、法規
命令、条例又は行政規則によって生じる情報提
供義務に伴う費用に限定されており、その他の
事務費用は含まれない。このような限定により、
委員会の専門的・中立的な性格を強めて政治的
争いを回避し、企業や市民が直接感じられる行
政改革の実績を上げようとする点に今回の立法
の特徴がある。 

1 　委員会の概要 

＜組織＞

　委員会は連邦首相府に設置され、 8 名の委員
によって構成される。委員会の決定は多数決に
よって行われることとされているため、委員数
が偶数であることは合意への圧力を高める、と
法案の提案理由書は述べている

（注18）

。
　委員は、国又は社会の機関において立法に関
する経験を重ねており、かつ、経済的事項につ
いても知識を有する者でなければならない。た
だし、任命前 1 年間は、立法機関にも連邦や州
の官庁にも所属していないことが条件となる。
委員の任期中も、これらのポストに就くことは
許されない。大学教員は州政府官吏であるのが
通例であるが、例外として現職のまま委員にな
ることが認められる。 
　委員は、連邦首相が連邦政府の他の閣僚の了

解を得て推薦し、連邦大統領が任命する。任期
は 5 年とされる。委員長は、委員の中から連邦
首相が指名する。委員は無給であるが、包括手
当（pauschale Entschädigung）及び旅費（実費）
の支給を受けられる。 
　連邦首相府には、委員会の事務局が設置され
る。事務局長は、委員会の了解を得て任命され
る。事務局長は委員会の審議に参加し、委員会
の指示のみに従う。事務局の事務局長及び職員
は、連邦又は州の行政内部で他の職務を兼ねる
ことは許されない。 

＜任務と権限＞ 

　委員会の任務は、設置法第 1 条と第 4 条に定
められている。第 1 条では、抽象的に、委員会
は、「SKM に基づく標準化された行政手続費用
算定法の適用、監視及び継続的開発によって、
法律によって生じる形式主義的行政手続費用を
減少させる際に、連邦政府を援助する」任務を
有することを定めている。
　第 4 条によれば、標準化された行政手続費用
算定法の原則を遵守しているかどうかという観
点から、委員会は、新しい連邦法律案、改正法
案の元の法律、これらの関連の下位の法規命令・
行政規則、EUの法的行為・規則・指令・決定の
ための草案、EU法を国内法化する法律並びに下
位の法規命令・行政規則、現行の連邦法律及び
関連の法規命令及び行政規則を審査することが
できる。委員会は、 また、連邦各省の法案を閣
議への提出前に審査する。
　委員会は、連邦政府が形式主義的行政手続費
用の算定の際に入手したデータのために設置す
るデータバンクを利用する権限、独自に意見聴
取を実施する権限、専門家に鑑定を委託する権
限、連邦政府に特別報告を提出する権限を与え
られる。委員会は、連邦と州の官庁から職務上
の援助を受ける。
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＜義務＞

　委員会は、連邦各省の法案に対する意見を主
管大臣に対し非公開で提出する。委員会の意見
とこれに対する連邦政府の意見は、法案の連邦
議会提出の際に添付される。
　委員会は、毎年、連邦首相に報告を行う。こ
の報告書には、委員会の勧告を添付することが
できる。
　委員会は、連邦議会の常任委員会の求めがあ
れば法案審査の際に出席して協力する。

2 　「標準費用モデル」（SKM）による算定

　設置法によれば、行政手続費用の算定の際に
は「標準費用モデル」（SKM）を適用しなければ
ならない。算定対象となるのは、法律、法規命
令、条例又は行政規則によって生じる情報提供
義務に伴う費用である。閣議決定された前記の
プログラムでは、国の定める情報提供・報告（申
請、届出、統計、証明など）義務に基づいて、
企業及び市民に課せられる様々な負担と説明し
ている

（注19）

。
　また、算定の実施手順について設置法に規定
はないが、前記のプログラムによれば、次のと
おり予定されている

（注20）

・現行の連邦法及び法規命令を情報提供義務に
よる行政手続費用の観点から調査する。
・多額の行政手続費用の原因となっていること
が明らかな行政規則も調査の対象とする。
・第 1 段階では、現状調査は、企業の情報提供
義務に集中する。
・第 2 段階では、市民及び行政の情報提供義務
を調査する。
・今後は、各省は新規の法規案を提出する際に
は、情報提供義務によって生じる行政手続費用
を示さなければならない。その際、現行法につ
いてのSKMによる算定結果があれば、比較基準
としなければならない。
・EU法も、連邦立法者の立法行為によって国内

法化される場合には、行政手続費用の調査の対
象とされる。そのため、すでに交渉段階で可能
な限り行政手続費用を算出し、その結果を欧州
委員会に提供するものとする。

　SKM をドイツの事情に合わせた連邦政府の
ための SKM 導入手引書

（注21）

が、連邦統計庁によっ
て作成され、2006年 8 月17日に公表された。 
　この手引書では、以下の 3 段階を予定してい
る。

①各省が情報提供義務を確認し把握する。
　すべての情報提供義務を欠けることなくリ
スト・アップすることが、この算定の信頼性
の基盤として重要である。
②情報提供義務の費用負担の大きさによって、
優先順位をつける。
　費用負担の大きさは情報提供義務ごとにか
なり異なっているが、ここで費用負担の大き
い義務を発見することが、軽減効果を上げる
ためには肝要である。費用負担の大きさは、
「義務を課せられる企業の数」、「義務を果た
さなければならない頻度」及び「義務の複雑
さの度合い（簡単、中くらい、高度）」を乗
ずることによって計られる。
③情報提供義務の費用を調査する。
　企業から所要時間についての情報を得る。
その方法は、複雑さと対象企業数によって異
なるが、現地訪問による聴取、電話での聴取、
専門家からの聴取、文書による専門家への照
会、アンケート調査、ストップウォッチによ
る作業工程の計測などが考えられる。これと
同時に、時間単位あたりの費用を算定するた
めに、情報提供義務のための事務作業を行う
人の職業資格を調査する。

　各情報提供義務の行政コストは、各企業でそ
の作業に要する費用（賃金単価×所要時間）に
年間の総作業数（対象企業数×頻度）を乗じて
得られる。すべての情報提供義務の行政コスト
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の総計が、経済界にとっての情報提供義務の総
行政コストということになる。
　ただし、連邦統計庁長官の説明にあるように、
この算定結果を得ること自体が目的ではなく、
目的は、行政事務負担の縮減である

（注22）

。算定の過
程を通じて、各省は、いかなる情報提供義務が、
企業に多大な負担を課しているかをおのずと知
ることとなろう。

3 　連邦政府の義務 

　設置法は、委員会のみでなく、連邦政府の義
務についても定めている。
　その規定によれば、連邦政府は、連邦議会に
対し、毎年、標準化された形式主義的行政手続
費用算定のために適用された算定法についての
経験、各省における形式主義的行政手続費用の
縮減の状況、連邦政府の定めた削減目標の達成
の現時点での見通しについての報告を行う。 
　なお、この削減目標の達成についての連邦政
府の年次報告に対しては、委員会が意見を表明
する。

Ⅳ 　国家法規監理委員会の活動開始と今後の日
程 

　 9 月19日、連邦首相の推薦に基づき、連邦大
統領によって、委員会の委員が任命され

（注23）

、翌20
日には委員会の第 1 回会合が開催された。
　委員会のメンバーには、委員長として前ドイ
ツ鉄道株式会社社長のヨハネス・ルーデヴィッ
ヒ博士が、委員として、政務次官と事務次官の
経験者、前連邦議会法務委員長、前フランクフ
ルター・アルゲマイネ新聞経済編集局長、シュ
パイアー・ドイツ行政学大学教授、経営コンサ
ルタント会社役員、キール国際問題研究所長、
元バイエルン行政裁判所長官が任命された

（注24）

。
　今後、2006年末までに、調査対象となる「情
報提供義務」を確定すると共に各省が手続の簡
素化案を作成すること、2007年 1 月から費用の

算定を開始し、2007年中に費用の削減目標を決
定することが予定されている

（注25）

。
　連邦政府は、設置法の制定を受けて、2006年
11月 8 日、連邦省共通事務規則（GGO）

（注26）

を以
下のとおり改正した。12月 1 日から適用される

（注27）

。
●国家法規監理委員会を立法過程に組み込む。
具体的には、連邦政府の法規案に各省と同じ
段階で関与し、意見を表明する機会を与えら
れる。
●各省に対し、新しい法規案を提出する際に
は、法規案によって生じることが見込まれる
事務手続費用の算定結果を、法規案の表紙及
び提案理由書部分に記載することを義務付け
る。
●「形式主義的行政手続の撤廃と法規制改革
のための連邦政府調整官」を「連邦政府特別問
題担当者（Beauftragter der Bundesregierung）」
の一覧表（付録 3 ）に追加する。

　さしあたり急がれるのは、各省における行政
手続費用の算定である。現在の第16議会期（2005
年～2009年の予定）中に、一定の成果を上げよ
うとするならば、2006年中には企業の負担につ
いての現状調査を終わり、2007年早くには第 2
段階として、市民の負担の軽減を視野に入れる
べきであるという専門家の意見もある

（注28）

。すでに
このタイムスケジュールからは大幅に遅れてい
るが、法規の総見直しによって、オランダと同
様にドイツも成果を上げることができるかどう
か、これからが正念場である。

注 

＊インターネット情報は2006年11月28日現在である（た

だし特記したものを除く）。 

⑴　連邦政府のプレスリリース Bundesregierung, 

“Weichen für umfassenden Bürokratieabbau gestellt”, 

26.02.2003による。

　<http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/artik 
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el/70/469070/multi.htm>

　　閣議決定された文書は、“Mittelstand fördern - 

Beschäftigung schaffen - Bürgergesellschaft stärken

（中小企業を支援する－雇用を創出する－市民社会

を強化する）”と称する。

⑵　「連邦内務省の管轄範囲の連邦法の整理に関する

第 1 次法律」（BGBl., Teil I, 2006, S.334）、「連邦食糧

農業消費者省の管轄範囲の連邦法の整理のための法

律」（BGBl., Teil I, 2006, S.855）、「連邦法務省の管轄

範囲の連邦法の整理に関する第 1 次法律」（BGBl., 

Teil I, 2006, S.866）、「連邦経済技術省の管轄範囲及

び連邦労働社会省の管轄範囲の連邦法の整理のため

の法律」（BGBl., Teil I, 2006, S.894）、「連邦労働社会

省及び連邦保健省の管轄範囲の連邦法の整理に関す

る法律」（BGBl., Teil I, 2006, S.1869）、「連邦交通建

設都市開発省の管轄範囲の連邦法の整理に関する第

1次法律」（BGBl., Teil I, 2006, S.2146）、「連邦内務省

の管轄範囲の連邦法の整理に関する第 2 次法律」

（BGBl., Teil I, 2006, S.2674）が制定公布されている。

⑶　Norbert Röttgen, “Normenkontrollrat: Der 

Koalitionsvertrag als Wegweiser zu besserer 

Rechtsetzung und weniger Bürokratie”, Zeitschrift für 

Rechtspolitik, 2/2006, S.50, Anmerkung 20による。

⑷　オランダの改革の流れについては、主に Frank 

Frick et al., “Das Standard-Kosten-Modell, Ein neuer 

Ansatz für effektiven Bürokratieabbau”, Zeitschrift 

für Gesetzgebung, 21.Jg., Heft 1, 2006, S.30-32による。

⑸　Actal については、そのホームページでの紹介（英

語版）による。

　<http://www.actal.nl/default.asp?CMS_ITEM=A7E 

88A653D3F4513A973580AC6E1E100X1X45313X37>

⑹　Mistral に つ い て は、“MISTRAL®, A Model to 

Measure the Administrative burden of Businesses”, 

Research Report, 0110, EIM, 2002を参照。

　<http://www.eim.net/pdf-ez/h200110.pdf>

⑺　手引書である“METEN IS WETEN”は、オラン

ダ財務省の「行政手続負担」のウェブサイトの公式

文書の欄に掲載されている。

　<http://www.administratievelasten.nl/default.asp?C 

MS_TCP=tcpAsset&id=4B6F2FCA2EAE4A29838D 

E355F472E66F>

⑻　Frick et al., op.cit. ⑷による。

⑼　オランダの成功例に注目して調査を行ったイギリ

スの規制改革タスクフォースの紹介による。Better 

Regulation Task Force, Regulation-Less is More, 

Reducing Burdens, Improving Outcomes, A BRTF 

report to the Prime Minister, 2005, pp.20-22を参照。

　<http://www.brc.gov.uk/downloads/pdf/lessismore. 

pdf>

⑽　連立協定の“I. Mehr Chancen für Innovation und 

Arbeit, Wohlstand und Teilhabe（革新並びに労働、

豊かさ及び参加の機会の拡大）”の“9.1 Entlastung 

der Bürger und der Wirtschaft von Bürokratiekosten

（市民及び経済界の行政手続費用の負担軽減）”を参照。

　<http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/ 

Bundesregierung/Koalitionsvertrag/koalitionsvertra 

g.html>

⑾　詳しくは、閣議決定された“Programm Bürokra-

tieabbau und bessere Rechtsetzung”を参照。

　<http://bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2 

006/06/__Anlagen/programm-fuer-buerokratieabba 

u-und-bessere-rechtsetzung994101,property=publica 

tionFile.pdf>

⑿　Presse- und Informationsamt der Bundesregie-

rung, Bilanz der Bundesregierung 2005/2006, 

Zahlen -Daten-Fakten, Stand 11/2006, S.17による。

　<http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Art 

ikel/2006/11/anlagen/2006-11-23-bilanz-gesamt,prop 

erty=publicationFile.pdf>

⒀　 法 案 Deutscher Bundestag, Drucksache, 16/1407.

この法律は、2006日 8 月25日に公布された（BGBl., 

Teil I, 2006, S.1970）。

⒁　法案 Deutscher Bundestag, Drucksache, 16/1406.

⒂　BGBl., Teil I, 2006, S.1866.

⒃　“Regierung richtet Bürokratierat ein（政府は形式

主 義 的 行 政 手 続 委 員 会 を 設 置 ）”，Frankfurter 
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Allgemeine Zeitung, 6. April 2006による。

⒄　法案 op.cit. ⒁, S.5.

⒅　Ibid.

⒆　閣議決定 op.cit. ⑾, S.3.

⒇　Ibid., S.3-4.

21　Handbuch der Bundesregierung zur Ermittlung 

und Reduzierung der durch bundesstaatliche 

Informationspflichten verursachte Bürokratielasten, 

Version 1, Statistisches Bundesamt, August 2006. 

フ ァ イ ル は、 連 邦 統 計 庁 の ウ ェ ブ サ イ ト の

“Standardkostenmodell（標準費用モデル）”のペー

ジにも掲載されている。 

　<http://www.destatis.de/skm/>

22　Pressekonferenz „Veröffentlichung des Handbuchs 

der Bundesregierung zur Ermittlung und Reduzierung 

von Bürokratielasten“ am 17. August 2006 in Berlin, 

Statement von Präsident Johann Hahlen, Statistisches 

Bundesamt, 17. August 2006, S.5.

　<http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2006/s 

tatement_hahlen_handbuch.pdf>

23　連邦大統領府のプレスリリース“Bundespräsident 

Horst Köhler beruft Mitglieder des Nationalen 

Normenkontrollrates”, 18.09.2006による。 

　<http://www.bundespraesident.de/dokumente/-,2.6 

33028/Pressemitteilung/dokument.htm>

24　各委員の経歴・現職については、連邦政府のプレ

スリリース“Bundeskabinett schlägt Mitglieder des 

Nationalen Normenkontrollrates zur Berufung vor”, 

Pressemitteilung, Nr. 296, 13.09.2006を参照。

　<http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Pre 

ssemitteilungen/BPA/2006/09/2006-09-13-bundeska 

binett-schlaegt.mitglieder-des-nkr-vor,layoutVariant 

=Druckansicht.html>

　　なお、その後12月に、キール世界経済研究所長は

所長職の負担を理由に委員を辞任することを希望し

たため、後任として前ドイツ商工会議所事務局長が

任命されることとなった（Presse- und Informations-

amt der Bundesregiegung, “Bundeskabinett benennt 

Franz Schoser als Mitglied des Nationalen Normen-

kontrollrates”, 13.12.2006参照）。

　<http://www.bundesregierung.de/nn_1272/Content/ 

DE/Pressemitteilungen/BPA/2006/12/2006-12-13-bu 

ndeskabniett-benennt.html> （last access 2006.12.26）

25　連邦政府のプレスリリース“Bürokratie messbar 

machen”, 17.08.2006に掲載されている連邦首相府の説

明資料 Bundeskanzleramt, Hintergrundinformationen 

zum Regierungsprogramm, Bürokratieabbau und 

bessere Rechtsetzung 中 の“Zeitplan für Einführung 

SKM”による。

　<http://www.bundesregierung.de/nn_1272/Content 

/DE/Artikel/2006/08/2006-08-17-handbuch-buerokr 

atieabbau.html>

26　連邦省共通事務規則（GGO）については、古賀豪

による邦訳がある。『外国の立法』No.214, 2002.11, 

pp.134-214を参照。なお、古賀訳では、“Beauftragter 

der Bundesregierung” を「 連 邦 政 府 受 託 者 」、

“Bundesbeauftragter”を「連邦受託者」と訳してい

るが、本稿ではわかりやすさを考えて「連邦政府特

別問題担当者」「連邦特別問題担当者」と訳した。

27　Presse- und Informationsamt der Bundesregiegung, 

“Normenkontrollrat wird wie die Ressorts beteiligt”, 

Pressemitteilung, Nr. 391, 08.11.2006

　<http://www.bundesregierung.de/nn_1494/Content 

/DE/Pressemitteilungen/BPA/2006/11/2006-11-08-n 

ormenkontrollrat.html>

　 及 び“Änderung der GGO zur Einbindung des 

Normenkontrollrates und zur Einführung der 

Bürokratiekostenmessung bei Rechtsetzungsvorha-

ben”

　<http://www.staat-modern.de/Buerokratieabbau-,13 

048.1070198/Aenderung-der-GGO-zur-Einbindu.htm? 

global.back=/-%2c13048/Buerokratieabbau.htm>　

による。

28　Frick et al., op.cit（4）, S.43.

（さいとう じゅんこ・海外立法情報調査室） 
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　連邦議会は、次の法律を議決した。

第 1条　国家法規監理委員会の設置

⑴ 　連邦首相府にベルリンを職務地とする国家
法規監理委員会を設置する。国家法規監理委
員会は、この法律に基づく委任のみに拘束さ
れ、その活動においては独立である。

⑵ 　国家法規監理委員会は、連邦政府が標準費
用モデルに基づく標準化された行政手続費用
算定法の適用、監視及び継続的開発によって
法律に起因する行政手続費用を減少させる際
に、これを援助することを任務とする。

第 2条　 行政手続費用算定法及び標準費用モデ

ル

⑴ 　この法律にいう行政手続費用とは、情報提
供義務によって自然人及び法人に発生する費
用である。情報提供義務とは、法律、法規命
令、条例又は行政規則によって課される、デー
タその他の情報を官庁又は第三者のために入
手し、利用可能とし、又は伝達する義務をい
う。法律、法規命令、条例又は行政規則によっ
て発生するその他の費用は、含まれない。

⑵ 　行政手続費用の算定の際には、標準費用モ
デル（SKM）を適用しなければならない。標
準費用モデルの適用に関する国際的に承認さ
れた規則を基礎としなければならない。この
算定法を逸脱する場合には、国家法規監理委
員会の過半数の委員による議決及び連邦政府
の同意を必要とする。議決の必要性は、特に、
そのほか SKM の適用に関する国際的に承認

された規則から逸脱するおそれがある場合に
検討しなければならない。

⑶ 　企業における算定の実施のために必要な指
標（単位あたり費用、法律に起因する個々の
活動あたりの時間並びにその年間回数及び対
象企業数）を初回に調査する際には、連邦法
に基づく行政手続費用のすべてを考慮しなけ
ればならない。

第 3条　国家法規監理委員会の構成及び組織

⑴ 　国家法規監理委員会は、 8 名の委員によっ
て構成される。連邦首相は、連邦政府の他の
閣僚の了解を得て、連邦大統領に委員を推薦
する。連邦大統領は、推薦された者を 5 年の
任期で任命する。再任は許される。委員は、
連邦大統領に対する意思表明によりその職を
辞する権限を与えられる。委員がその任期の
終了する前に辞任した場合には、当該委員の
残りの任期について新しい委員が任命され
る。第 2 文を準用する。

⑵ 　委員は、国又は社会の機関の内部で立法に
関する事項についての経験を積んでおり、か
つ、経済的な事項についての知識を有するも
のとする。

⑶ 　委員は、国家法規監理委員会の委員である
間は、立法機関、連邦官庁又は州官庁のいず
れかに所属することも、これらの機関と恒常
的な勤務関係又は業務提供関係にあることも
許されない。大学教員については、例外が許
される。委員は、また、国家法規監理委員会
の委員に任命される前の 1 年間について、こ

2006年 8 月14日の
国家法規監理委員会を設置するための法律

Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates
Vom 14. August 2006

（連邦法律公報第Ⅰ部1,866頁）
齋藤　純子訳
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のような地位を有していたことも許されな
い。

⑷ 　国家法規監理委員会の委員長は、連邦首相
が指名する委員が務める。

⑸ 　国家法規監理委員会の委員は、名誉職とす
る。

⑹ 　国家法規監理委員会は、その委員の多数を
もって決定を行う。可否同数の場合は、審査
を受ける法案への異議申立ては行われない。
特別表決は、許されない。

⑺ 　国家法規監理委員会の手続は、連邦首相が
連邦政府の他の閣僚の了解を得て承認する事
務規則によって定められる。

⑻　法的監督は、連邦首相府長官が行う。
⑼ 　連邦首相府に国家法規監理委員会の事務局

を設置する。事務局長は、国家法規監理委員
会の審議に参加する。事務局長は、国家法規
監理委員会の指示のみに従う。事務局職員は、
国家法規監理委員会及び事務局長の指示のみ
に従う。事務局長及び事務局職員は、本務で
あるか兼務であるかを問わず、連邦又は州の
直接又は間接の国家行政の内部において同時
に他の任務を与えられることは許されない。

⑽ 　国家法規監理委員会の委員は、包括手当及
び自己の旅費の弁償を受ける。これらについ
ては、連邦首相府長官が連邦内務相の了解を
得て定める。

⑾ 　国家法規監理委員会の委員及びその事務局
に所属する者は、審議及び国家法規監理委員
会が秘密指定した審議資料について守秘を義
務付けられる。

⑿   国家法規監理委員会の費用は、連邦が負担
する。国家法規監理委員会には、その任務の
遂行に必要な人員及び物品が提供されなけれ
ばならない。事務局長は、国家法規監理委員
会の了解を得て任命しなければならない。事
務局職員は、国家法規監理委員会の委員長の
了解を得て任命しなければならない。事務局

職員が予定される措置に同意しない場合、当
該職員は、国家法規監理委員会の委員長の了
解を得たときに限り、配置転換し、派遣し、
又は異動させることができる。

第 4条　国家法規監理委員会の任務

⑴ 　第 2 条第 2 項にいう標準化された行政手続
費用算定法の原則を遵守して、次の各号に掲
げるものを審査することができる。
1 　新しい連邦法律のための案
2 　改正法律案の場合には、元の法律を含む。
3    これらに続く下位の法規命令及び行政規
則の案

4  　欧州連合の法的行為（枠組み決定、議決、
協定及びこれに関連した実施措置）並びに
欧州共同体の規則、指令及び決定の草案

5  　EU 法の国内法化の場合には、当該の法
律並びに下位の法規命令及び行政規則

6  　現行の連邦法律及びこれに基づく法規命
令及び行政規則

⑵ 　国家法規監理委員会は、連邦省の法律案を
連邦内閣に提出される前に審査する。

⑶ 　国家法規監理委員会は、連邦政府の定めた
行政手続費用の縮減目標がどこまで達成され
たかについての連邦政府の年次報告に対して
意見を表明する。

⑷ 　連邦会計検査院及び行政の経済性に関する
連邦特別問題担当者（Bundesbeauftragter für 
die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung）の
審査権限は、影響を受けない。

第 5条　国家法規監理委員会の権限

⑴ 　国家法規監理委員会は、次の各号に掲げる
ことを行う権限を与えられる。
1  　連邦政府が行政手続費用の算定の際に入
手したデータのために設けるデータバンク
を利用すること。

2 　独自に意見聴取を実施すること。
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3 　鑑定を委託すること。
4  　連邦政府に対して特別報告を提出するこ
と。

⑵ 　連邦及び州の官庁は、法規監理委員会に対
して職務上の援助を行う。

第 6条　国家法規監理委員会の義務

⑴ 　国家法規監理委員会は、連邦省の法律案に
対する意見を主管の連邦大臣に対し非公開で
表明する。この意見及びこの意見に対する連
邦政府の意見は、法律案の連邦議会への提出
の際に法律案に添付される。

⑵ 　国家法規監理委員会は、連邦首相に対し毎
年、報告を行う。国家法規監理委員会は、そ
の報告書に勧告を添付することができる。

⑶ 　国家法規監理委員会は、連邦議会の主管及
び共管の常任委員会の審議にいつでも出席を

求められる。

第 7条　連邦政府の義務

　連邦政府は、連邦議会に対し、毎年、次の
各号に掲げる事項について報告を行う。
1  　標準化された行政手続費用算定のために
適用された算定法に関する経験

2  　各省における行政手続費用縮減の状況、
及び連邦政府によって決定された行政手続
費用算定の目標が所定の期間内に達成され
るか否かに関する現在の見通し

第 8条　施行

　この法律は、公布の日の翌日から施行する。

（さいとう　じゅんこ・海外立法情報調査室）
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